
避難所開設・運営



本コースの概要
※ 本eラーニングでは、参考資料を下記に省略して表記しております。

省略表記／アイコン 参考資料名

内閣府ガイドライン
内閣府（防災担当）「避難所運営ガイドライン」（平成28年４月）

ガイドライン内閣府



はじめに

本eラーニングは、「避難所運営ガイドライン」や有識者の
意見を参考に作成しております。

お手元に上記のガイドラインをご準備ください。



避難所運営業務における対策項目一覧

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.2 より作成ガイドライン内閣府



災害フェーズにおける「避難所運営業務」の流れ

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.6 より作成ガイドライン内閣府



平時より部局横断の取り組みが肝要

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.9 より作成ガイドライン内閣府



避難所運営業務のための連携協働体制（例）

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.7 より作成ガイドライン内閣府



避難所の「質の向上」の考え方①

避難所
• 災害で住む家を失った被災者等が一時的に生活を送る場所

質の向上
• 「人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送ることが

できているか」という「質」を問うもの

• 個人の収入や財産を基に算出される「生活水準」とは全く異なる
考え方

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.1 より作成ガイドライン内閣府



避難所の「質の向上」の考え方②

「避難所運営ガイドライン」は、避難所において「避難者の
健康が維持されること」を目標に、その質向上を目指す

• 発災直後の初動期においては、いくら平時から備えてきたとしても、
避難者の健康に配慮した支援が最初から実現するとは限らない

＜時系列で避難所の寝床を改善する例＞

初動期：備蓄の毛布を提供する

応急期（発災から3日目まで）：エアマットや段ボールなどを床に敷く

復旧期（4日目以降）：簡易ベッドを確保する

段階的かつ確実に、「質の向上」を目指すことは、避難所の
運営のための支援・調整を担う市町村の責務といえる

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.1 より作成ガイドライン内閣府



避難所の「質の向上」の考え方③

東日本大震災後
• 我が国の応急・復旧の迅速さに称賛する声があった

• 一方、避難所の生活環境については、国際的な難民支援基準を
下回るという指摘があった

阪神・淡路大震災以降、避難所の確保は、一定の進展が
見られたと評価できるが、次の目標は、その「質の向上」で
ある

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.1 より作成ガイドライン内閣府



参考資料 ＵＲＬ

内閣府（防災担当）「避難所におけるトイレの確保・
管理ガイドライン」（平成28年4月）

http://www.bousai.go.jp/taisa
ku/hinanjo/index.html

男女共同参画局「災害対応力を強化する女性の視
点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイド
ライン～」（令和2年5月）

環境省「人とペットの災害対策ガイドライン
災害への備えチェックリスト」（令和3年3月）

http://www.env.go.jp/nature/
dobutsu/aigo/2_data/pamph/r
0303b.html

「スフィア・ハンドブック2018（日本語版）」
https://jqan.info/sphere_hand
book_2018/

参考資料
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※ 右下の青い数字は、内閣府（防災担当） 「避難所運営
ガイドライン」（平成28年4月） の該当ページです。

※この体制図を参考に、市町村の規模に応じて読み替えてく
ださい。



ＷＰ1
避難所運営
統括責任者



業務の目的

主な関係者

WP1 避難所運営統括責任者

住民が主体となって行う避難所運営を支援する

防災担当だけではなく、要配慮者担当等の関係する複数の担
当課が事前に横断的な連携協働体制をつくる

災害時においては、連携共働体制を生かし、避難所の運営が円
滑かつ安全に推進されるように全体を統括する

WP２ 避難所運営事務局統括

WP３ 避難所生活の質の維持統括



業務の目的

WP2 避難所運営事務局統括

 「運営体制の確立（平時）」「避難所の運営（発災後）」 「ニーズ
への対応」 「避難所の解消」各段階に応じた支援を実施するた
めの調整を行う

初動（発災当日）〜応急期（３日目まで）〜復旧期（１週間
まで）〜復興期の災害対応の各段階で避難所の円滑な
運営を実現するための調整を行う



業務の目的

WP3 避難所生活の質の維持統括

避難所において「避難者の健康が維持されること」を目標に、そ
の質の向上を実現するための運営実現を目指す

時系列に避難所環境の改善を目指す

避難所生活が長期化するほど段階的かつ確実に「質の向上」を
目指す



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1
避難所は、行政が主体となって住民に支援
してもらいながら運営する。

2

避難所の運営は、防災担当や要配慮者
担当など複数の担当課が事前に横断的な
連携協働体制をつくることが必要。

3

災害時においては、連携共働体制を生かし、
避難所の運営が円滑かつ安全に推進される
ように全体を統括する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
避難所は、行政が主体となって住民に支援
してもらいながら運営する。

×

住民主体で運営してもら
い、それを支援する。
WP１の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

避難所の運営は、防災担当や要配慮者
担当など複数の担当課が事前に横断的な
連携協働体制をつくることが必要。

○
WP1の「業務の目的」の
２項目を参照。

3

災害時においては、連携共働体制を生かし、
避難所の運営が円滑かつ安全に推進される
ように全体を統括する。

○
WP1の「業務の目的」の
３項目を参照。



ＷＰ2
避難所運営事務局
統括



業務の目的

主な業務

WP2 避難所運営事務局統括

 「運営体制の確立（平時）」「避難所の運営（発災後）」 「ニーズ
への対応」 「避難所の解消」各段階に応じた支援を実施するた
めの調整を行う

初動（発災当日）～応急期（３日目まで）～復旧期（１週間
まで）～復興期の災害対応の各段階で避難所の円滑な
運営を実現するための調整を行う

 1.1 避難所運営サイクルの確立

 1.2 情報の取得・管理・共有

 1.3 避難所の解消に向けて



1.1 避難所運営サイクルの確立

1.1.1 災害対策本部・避難所支援班において避難所の運営管
理を実施する

1.1.2 避難所の被害状況確認を実施する

1.1.3 避難所運営会議（定例）を実施する

1.1.4 避難所の運営ルールを確立する

1.1.5 避難所運営の実施手順の確立を実施する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.25,26 より作成ガイドライン内閣府



1.2 情報の取得・管理・共有

1.2.1 情報取得手段を確保する

1.2.2 外部向けの広報活動を実施する

1.2.1 内部向けの情報共有を実施する

1.2.2 内部向けの情報共有手段を確保する

1.2.5 外部向けの広報手段を確保する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.28,29 より作成ガイドライン内閣府



1.3 避難所の解消に向けて

1.3.1 避難所生活が長期化した場合の対応を実施する

1.3.2 避難所の解消に向けた話合いを実施する

1.3.3 避難所の解消を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.59,60 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難所運営事務局統括は、「運営体制の
確立（平時）」「避難所の運営（発災後）」
「ニーズへの対応」 「避難所の解消」各段階
に応じた支援を直接行う。

2

避難所運営事務局統括は、初動（発災
当日）から復興期の災害対応の各段階で
避難所の円滑な運営を実現するための調整
を行う。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難所運営事務局統括は、「運営体制の
確立（平時）」「避難所の運営（発災後）」
「ニーズへの対応」 「避難所の解消」各段階
に応じた支援を直接行う。

×

直接の支援は行わず、支
援を実施するための調整
を行う。
WP２の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

避難所運営事務局統括は、初動（発災
当日）から復興期の災害対応の各段階で
避難所の円滑な運営を実現するための調整
を行う。

○
WP２の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ３
避難所生活の質の維持
統括



業務の目的

主な関係者

WP3 避難所生活の質の維持統括

避難所において「避難者の健康が維持されること」を目標に、そ
の質の向上を実現するための運営実現を目指す

時系列に避難所環境の改善を目指す

避難所生活が長期化するほど段階的かつ確実に「質の向上」を
目指す

 WP４ 食料・物資班

 WP７ トイレ班

 WP10 環境衛生班

 WP13 健康管理班

 WP16 居住環境維持向上班

 WP20 要配慮者係

 WP21 防犯係

 WP22 ペット係



業務の目的

WP4 食料・物資班

発 災 直 後 に お い て は プ ッ シ ュ 型 で の 物 資 配 送 、 応 急 期
以降は避難所から要請し、避難者ニーズに応じて、物資
確保・配送を行う

在宅避難者の食料・物資の確保や提供方法も検討する



業務の目的

WP7 トイレ班

避難生活における多くの健康被害と衛生環境の悪化をもたらし、
同時に不快な思いをする被災者を増やすことになり、人としての
尊厳を傷つけることになりかねないトイレの確保に取り組む

 トイレの課題における関係部局の連携により、事前の取り組みを
進める



業務の目的

WP10 環境衛生班

発災直後から衛生環境に取り組み、避難者の健康を維持する

関係部局との連携及び専門的指導を得て、万全の体制を整え
る

地域住民やボランティアの協力を得るため、平時から準備して
おく

食料（生鮮品、弁当等）の取り扱いに十分注意し、食中毒の発生
を防ぐ



業務の目的

WP13 健康管理班

避難者の健康管理のため、持病の悪化防止、新たな病気の発
症防止等の二次被害を予防する



業務の目的

WP16 居住環境維持向上班

狭い避難所での寝泊りからのストレス等、静脈血栓塞栓症（エコ
ノミークラス症候群）を引き起こさないため、住居環境に取り組
む



業務の目的

WP20 要配慮者係

避難所におけるスペースの確保や、避難者全員で見守る体制
づくりを整え、配慮が必要な方等の体調が悪くならないようにす
る

体調管理を継続的に行うため、外国人への配慮を含め、避難所
の関係者間で、要配慮者の状態・ニーズについて情報共有を図
る

当事者の方と話し合う機会を設けるなど、どのような困難に直面
しているか把握する



業務の目的

WP21 防犯係

災害時における治安維持のため、消防団・自警団等による地域
の見守り体制の強化、警察の巡回要請、女性・子供に対する性
犯罪防止策、相談体制強化等を検討する



業務の目的

WP22 ペット係

共同生活を送る避難所において、動物が苦手な人や動物アレ
ルギーを持っている人に対し、共生できる環境に配慮する



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難所において「避難者の健康が維持され
ること」を目標に、その質の向上を実現する
ための運営実現を目指す。

2 時系列に避難所環境の課題を目指す。

3
避難所生活が長期化するほど段階的かつ
確実に「質の向上」を目指す。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難所において「避難者の健康が維持され
ること」を目標に、その質の向上を実現する
ための運営実現を目指す。

○
WP３の「業務の目的」の
１項目を参照。

2 時系列に避難所環境の課題を目指す。 ×
改善を目指す。
WP３の「業務の目的」の
２項目を参照。

3
避難所生活が長期化するほど段階的かつ
確実に「質の向上」を目指す。

○
WP３の「業務の目的」の
３項目を参照。



ＷＰ４
食料・物資
班



業務の目的

主な関係者

WP4 食料・物資班

発 災 直 後 に お い て は プ ッ シ ュ 型 で の 物 資 配 送 、 応 急 期
以降は避難所から要請し、避難者ニーズに応じて、物資
確保・配送を行う

在宅避難者の食料・物資の確保や提供方法も検討する

WP5 食料係

WP6 物資係



業務の目的

WP5 食料係

女性、子育て世代、介護をしている人、障害者や持病をもつ当
事者などの意見を取り入れ、物資の要請・確保を行う

避難所における「食物アレルギー」「介護食」等、配慮が
必要な者に対応した食料品等の特別ニーズへの対応を
実施する

飲料水の確保が済んだら、生活用水（飲料水以外に生活に必要
な水）の確保についても検討する

避難生活が長期化すれば暖かい食事の提供や栄養管理につい
ても検討する



業務の目的

WP6 物資係

事前に流通事業者団体等と協定を結び、物資の調達、輸送、整
理・梱包する「物資の拠点」を具体的に確保するための物資供
給計画を準備する

各避難所までの配送ルートを確保するとともに、避難所での物
資保管場所等を決めておく必要がある



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1
発災直後は、避難者ニーズに応じて避難所
から要請し、物資確保・配送を行う。

2
食料・物資の確保と提供は、避難所内の避
難者に限定して行う。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
発災直後は、避難者ニーズに応じて避難所
から要請し、物資確保・配送を行う。

×

発災直後はプッシュ型で
の物資配送となる。
WP４の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
食料・物資の確保と提供は、避難所内の避
難者に限定して行う。

×
在宅避難者も対象である。
WP４の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ５
食料
係



業務の目的

主な業務

WP5 食料係

 女性、子育て世代、介護をしている人、障害者や持病をもつ当事者などの意見を
取り入れ、物資の要請・確保を行う

 避難所における「食物アレルギー」「介護食」等、配慮が必要な者に対応した食料品
等の特別ニーズへの対応を実施する

 飲料水の確保が済んだら、生活用水（飲料水以外に生活に必要な水）の確保につ
いても検討する

 避難生活が長期化すれば温かい食事の提供や栄養管理についても検討する

 1.4.1 食料管理（食料等の確保を実施する）



1.4.1 食料管理（食料等の確保を実施する）

1.4.1.1 地域の資源（食料等）の活用を実施する

1.4.1.2 備蓄物資の配布を実施する

1.4.1.3 アレルギー対応等特別食の確保を実施する

1.4.1.4 避難所・在宅避難者別に必要食数の報告を実施する

1.4.1.5 食料の数量管理、衛生的な保管状態を確保する

1.4.1.6 炊出し実施のための調理器具や食材を確保する

1.4.1.7 個人属性に応じた栄養面への配慮を実施する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.31 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難所の物資の要請・確保を行う際には、
女性、子育て世代、介護をしている人、障害
者や持病をもつ当事者などの意見を取り入
れる。

2
避難所では、「食物アレルギー」「介護食」等
特別なニーズへの対応はしない。

3
避難所では、飲料水が確保できたら生活用
水の確保は不要である。

4
避難生活が長期化した場合は、暖かい食事
の提供や栄養管理についても検討する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難所の物資の要請・確保を行う際には、
女性、子育て世代、介護をしている人、障害
者や持病をもつ当事者などの意見を取り入
れる。

○
WP５の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
避難所では、「食物アレルギー」「介護食」等
特別なニーズへの対応はしない。

×

特別なニーズにも対応す
る。
WP５の「業務の目的」の
２項目を参照。

3
避難所では、飲料水が確保できたら生活用
水の確保は不要である。

×

飲料水の確保後、生活用
水の確保も検討する。
WP５の「業務の目的」の
３項目を参照。

4
避難生活が長期化した場合は、暖かい食事
の提供や栄養管理についても検討する。

○
WP５の「業務の目的」の
４項目を参照。



ＷＰ６
物資
係



業務の目的

主な業務

WP6 物資係

事 前 に 流 通 事 業 者 団 体 等 と 協 定 を 結 び 、 物 資 の 調 達 、
輸送、整理・梱包する「物資の拠点」を具体的に確保する
ための物資供給計画を準備する

各避難所までの配送ルートを確保するとともに、避難所での物
資保管場所等を決めておく必要がある

 1.4.2 物資管理（物資の受け入れ体制を整備する）



1.4.2 物資管理（物資の受け入れ体制を整備する）

1.4.2.1 物資供給計画を作成する

1.4.2.2 物資の積おろし場所・ルートを確保する

1.4.2.1 物資の保管場所を確保する

1.4.2.2 物資の要請を実施する

1.4.2.5 物資の管理を実施する

1.4.2.6 在宅避難者用物資の配布体制を確保する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.31 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

物資の調達、輸送、整理・梱包する「物資の
拠点」を具体的に確保するためには、物資
供給計画の準備が必要である。

2

届けられた物資は、そのまま避難者に配布
されるため、避難所内で物資保管場所等の
確保は必要ない。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

物資の調達、輸送、整理・梱包する「物資の
拠点」を具体的に確保するためには、物資
供給計画の準備が必要である。

○
WP６の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

届けられた物資は、そのまま避難者に配布
されるため、避難所内で物資保管場所等の
確保は必要ない。

×

物資保管場所等の確保
は必要。
WP６の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ７
トイレ
班



業務の目的

主な関係者

WP7 トイレ班

避難生活における多くの健康被害と衛生環境の悪化をもたらし、
同時に不快な思いをする被災者を増やすことになり、人としての
尊厳を傷つけることになりかねないトイレの確保に取り組む

 トイレの課題における関係部局の連携により、事前の取り組みを
進める

WP8 トイレ確保係

WP9 トイレ環境維持係



業務の目的

WP8 トイレ確保係

災害時の過程において、段階的に携帯トイレ、簡易トイレ、仮設
トイレ、マンホールトイレを確保活用する

避難者数や利用者数を勘案し、適切な数のトイレを確保
する

女性・子ども・高齢者・障害者等に配慮し、必要なトイレを確保す
る



業務の目的

WP9 トイレ環境維持係

 トイレにおける清潔な環境を維持し、感染症等、二次被害を抑
制する

誰 も が 気 持 ち よ く ト イ レ を 使 う た め に 、 多 様 な 主 体 が
リーダーシップを発揮できるトイレの環境維持体制にする

避難者やボランティア等の支援者の力を借りてト イレの
環境維持を実施する



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難生活における多くの健康被害と衛生
環境の悪化を防ぐためには、トイレの確保が
必要である。

2

避難所のトイレの課題は、専門的に取り組
む必要があるため、特定の課が事前の取り
組みを進める。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難生活における多くの健康被害と衛生
環境の悪化を防ぐためには、トイレの確保が
必要である。

○
WP７の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

避難所のトイレの課題は、専門的に取り組
む必要があるため、特定の課が事前の取り
組みを進める。

×

特定の課ではなく、関係
部局が連携して取組む。
WP７の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ８
トイレ確保
係



業務の目的

主な業務

WP8 トイレ確保係

災害時の過程において、段階的に携帯トイレ、簡易トイレ、仮設
トイレ、マンホールトイレを確保活用する

避難者数や利用者数を勘案し、適切な数のトイレを確保する

女性・子供・高齢者・障害者等に配慮し、必要なトイレを確保す
る

 1.5.1 多重的に災害用トイレを確保する

 1.5.2 既設トイレの活用と不足するトイレの把握を実施する

 1.5.3 トイレの使用ルールを確立する



1.5.1 多重的に災害用トイレを確保する

1.5.1.1 備蓄している災害用トイレを
避難所に届ける手段を確保
する

1.5.1.2 各避難所のトイレの不足数を
把握する

1.5.1.3 簡易トイレ（段ボール式等の
組立式を含む）の使用環境を
確保する

1.5.1.4 要配慮者専用トイレを確保する

1.5.1.5 仮設トイレ（組立式トイレを
含む）の使用環境を確保する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.33 より作成

写真：内閣府（防災担当）「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」
（平成28年4月）

携帯トイレ
（保管・回収）

簡易トイレ
（保管・回収）

仮設トイレ（汲み取り）

ガイドライン内閣府



1.5.2 既設トイレの活用と不足するトイレの把握を
実施する

1.5.2.1 既設トイレの使用可能な個室
（便器）を確認する

1.5.2.2 既 設 ト イ レ の 水 洗 ト イ レ の
使用禁止などの措置を実施する

1.5.2.1 備蓄してある携帯・簡易・組立式
トイレを設置する

1.5.2.2 マンホールトイレの使用環境を
確保する

1.5.2.5 避難者人数と使用できるトイレの
数から、不足するトイレ（便器）数
を把握し、要請を実施する

1.5.2.6 トイレの利用状況（並んでいない
か、待ち時間はあるのか等）を
把握する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.33 より作成

図：内閣府（防災担当）「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」
（平成28年4月）

ガイドライン内閣府



1.5.3 トイレの使用ルールを確立する

1.5.3.1 トイレの使用ルールの周知、
掲示を実施する

1.5.3.2 トイレ専用の履物を確保する

1.5.3.3 正しい手洗い方法の周知、
掲示を実施する

1.5.3.4 トイレの男女別をわかりやす
くする表示を実施する

1.5.3.5 トイレの防犯対策を使用者に
呼びかけを実施する

1.5.3.6 女性や要配慮者に意見を
求め、改善を実施する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.34 より作成

図：兵庫県避難所等におけるトイレ対策検討会
「避難所等におけるトイレ対策の手引き」（平成26年4月）

ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

災害時の過程において、避難所のトイレは、
マンホールトイレ、仮設トイレ、簡易トイレ、
携帯トイレの順で段階的に確保し、活用する。

2

災害時に確保すべき避難所のトイレの適切
な数は、避難者数や利用者数を勘案して
設定する。

3
避難所では、女性・子ども・高齢者・障害者
等に配慮し、必要なトイレを確保する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

災害時の過程において、避難所のトイレは、
マンホールトイレ、仮設トイレ、簡易トイレ、
携帯トイレの順で段階的に確保し、活用する。

×

携帯トイレ、簡易トイレ、
仮設トイレ、マンホールト
イレの順である。
WP８の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

災害時に確保すべき避難所のトイレの適切
な数は、避難者数や利用者数を勘案して
設定する。

○
WP８の「業務の目的」の
２項目を参照。

3
避難所では、女性・子ども・高齢者・障害者
等に配慮し、必要なトイレを確保する。

○
WP８の「業務の目的」の
３項目を参照。



ＷＰ９
トイレ環境維持
係



業務の目的

主な業務

WP9 トイレ環境維持係

 トイレにおける清潔な環境を維持し、感染症等、二次被害を
抑制する

誰もが気持ちよくトイレを使うために、多様な主体がリーダー
シップを発揮できるトイレの環境維持体制にする

避難者やボランティア等の支援者の力を借りてト イレの
環境維持を実施する

 1.5.4 トイレの使用環境の改善を実施する

 1.5.5 トイレの特別ニーズ対応を実施する

 1.5.6 トイレの清潔な衛生環境を確保する



1.5.4 トイレの使用環境の改善を実施する

1.5.4.1 高 齢 者 、 障 害 者 用 ト イ レ の 動 線 の
安全性を確保する

1.5.4.2 おむつや生理用品等を確保する

1.5.4.3 ウェットティッシュ、消毒液（手指消毒
用・環境整備用）、消臭剤を確保する

1.5.4.4 おむつや生理用品のサニタリーボックス
を確保する

1.5.4.5 防犯対策としてトイレの中と外に照明を
確保する

1.5.4.6 仮設トイレ・マンホールトイレの防犯対
策（施錠、防犯ブザー等）を実施する

1.5.4.7 手すりの設置・段差の解消を実施する

1.5.4.8 子供用のトイレ（便座）を確保する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.34,35 より作成ガイドライン内閣府



1.5.5 トイレの特別ニーズ対応を実施する

1.5.5.1 トイレに行くのに配慮が必要な
人等の把握を実施する

1.5.5.2 配慮が必要な方のボランティア
の要請を実施する

1.5.5.3 感染症患者が出たときの専用
トイレを確保する

1.5.5.4 装具交換やおむつ交換のための
折り畳み台を検討する

1.5.5.5 人工肛門・人工膀胱保有者の
ための装具交換スペースを検討
する

1.5.5.6 トイレの待合スペース・雨風日除
けの確保を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.35 より作成

要配慮者

ガイドライン内閣府



1.5.6 トイレの清潔な衛生環境を確保する

1.5.6.1 手洗い用の水・石鹸を確保する

1.5.6.2 手指消毒液を確保する

1.5.6.3 トイレ責任者とトイレ掃除当番を決めて
役割分担を実施する

1.5.6.4 トイレの掃除用具・使い捨て手袋・
マスク・作業着等を確保する

1.5.6.5 防虫・除虫対策を実施する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.35 より作成

写真（常総市）：
認定NPO法人レスキューストックヤード

写真（その他）：
日本トイレ研究所

写真：内閣府（防災担当）「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」（平成28年4月）

ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1
避難所のトイレ環境を清潔に維持することは、
感染症等、二次被害の抑制につながる。

2
避難所の誰もが気持ちよくトイレを使うため
には、環境維持体制の確保が重要である。

3
避難所のトイレの環境維持は、避難者では
なくボランティアが担当して実施する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
避難所のトイレ環境を清潔に維持することは、
感染症等、二次被害の抑制につながる。

○
WP９の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
避難所の誰もが気持ちよくトイレを使うため
には、環境維持体制の確保が重要である。

○
WP９の「業務の目的」の
２項目を参照。

3
避難所のトイレの環境維持は、避難者では
なくボランティアが担当して実施する。

×
避難者の力も借りる。
WP９の「業務の目的」の
３項目を参照。



ＷＰ１０
環境衛生
班



業務の目的

主な関係者

WP10 環境衛生班

発災直後から衛生環境に取り組み、避難者の健康を維持する

関係部局との連携及び専門的指導を得て、万全の体制を整える

地域住民やボランティアの協力を得るため、平時から準備しておく

食料（生鮮品、弁当等）の取り扱いに十分注意し、食中毒の発生を防ぐ

WP11 ゴミ収集・清掃係

WP12 食品管理係



業務の目的

WP11 ゴミ収集・清掃係

避難所のごみ収集体制を確保し、分別収集や決められた集積
場所に排出するとともに、防臭・防虫に気を付け、様々な感染症
のリスクを抑える

避難所を清掃し、避難者の健康維持に取り組む



業務の目的

WP12 食品管理係

食中毒の発生を防ぐため、食料品の取り扱いに十分注意する



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1
発災直後から自然環境に取り組み、避難者
の健康を維持する。

2
地域住民やボランティアの協力を得るため、
災害時に準備する。

3
食料（生鮮品、弁当等）の取り扱いに十分
注意し、食中毒の発生を防ぐ



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
発災直後から自然環境に取り組み、避難者
の健康を維持する。

×
衛生環境に取り組む。
WP10の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
地域住民やボランティアの協力を得るため、
災害時に準備する。

×
平時から準備しておく。
WP10の「業務の目的」の
２項目を参照。

3
食料（生鮮品、弁当等）の取り扱いに十分
注意し、食中毒の発生を防ぐ

○
WP10の「業務の目的」の
３項目を参照。



ＷＰ１１
ゴミ収集・清掃
係



業務の目的

主な業務

WP11 ゴミ収集・清掃係

避難所のごみ収集体制を確保し、分別収集や決められた集積
場所に排出するとともに、防臭・防虫に気を付け、様々な感染症
のリスクを抑える

避難所を清掃し、避難者の健康維持に取り組む

 2.1.1 ゴミ集積場所を確保する

 2.1.2 避難所の掃除を実施する



2.1.1 ゴミ集積場所を確保する

2.1.1.1 ゴミの集積場所を決める

2.1.1.2 ゴミ袋の設置を実施する

2.1.1.3 ゴミの集積場所を周知する

2.1.1.4 避難所ゴミの収集体制を確保する

2.1.1.5 ゴミ袋、防臭・防虫剤を確保する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.37 より作成ガイドライン内閣府



2.1.2 避難所の掃除を実施する

2.1.2.1 避難所の掃除を実施する

2.1.2.2 寝具などの整理整頓を実施する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.37 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難所のごみ収集体制を確保し、一括収集
して周辺の空き地に排出するとともに、
防臭・防虫に気を付け、様々な感染症の
リスクを抑える。

2
避難所を清掃し、避難者の健康維持に取り
組む。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難所のごみ収集体制を確保し、一括収集
して周辺の空き地に排出するとともに、
防臭・防虫に気を付け、様々な感染症の
リスクを抑える。

×

分別収集や決められた集
積場所に排出する。
WP11の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
避難所を清掃し、避難者の健康維持に取り
組む。

○
WP11の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ１２
食品管理
係



業務の目的

主な業務

WP12 食品管理係

食中毒の発生を防ぐため、食料品の取り扱いに十分注意する

 2.1.3 食品の管理を実施する



2.1.3 食品の管理を実施する

2.1.3.1 食品の管理方法・手洗い・調理前の健康チェック方法を
確立する

2.1.3.2 食品の管理方法の徹底を実施する

2.1.3.3 手洗いの徹底を実施する

2.1.3.4 炊出し等調理をする人の健康チェックを実施する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.37 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1
食中毒の発生を防ぐため、食料品の取り扱
いに十分注意する。

2
炊出し等調理をする人の私物チェックを実施
する



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
食中毒の発生を防ぐため、食料品の取り扱
いに十分注意する。

○
WP12の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
炊出し等調理をする人の私物チェックを実施
する

×
健康チェックを実施する
WP12の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ１３
健康管理
班



業務の目的

主な関係者

WP13 健康管理班

避難者の健康管理のため、持病の悪化防止、新たな病気の
発症防止等の二次被害を予防する

WP14 健康管理係

WP15 環境対策係



業務の目的

WP14 健康管理係

避難者の健康維持に努めるため、市町村内外の「医療・保健・
福祉専門職の巡回・派遣」による避難者の健康チェック・管理等
を定期的に実施する

健康チェック・管理等の結果等に気を配り、巡回医師等の指導
を仰ぎ、専門施設等へ適切に橋渡しできる体制を確保する



業務の目的

WP15 環境対策係

避難所の衛生的な環境対策に取り組むため、特に衛生部局を
中心に、危機管理部局、避難所運営責任者がしっかりと連携
する

万全の体制で取り組めるよう、地域住民やボランティアの協力も
得られる体制を、平時から準備しておく



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難者の健康管理のため、持病の悪化防止、
新たな病気の発症防止等の二次被害を予防
する。

2

避難所の衛生的な環境対策に取り組むため、
特に専門の委託業者を中心に、関係機関が
しっかりと連携する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難者の健康管理のため、持病の悪化防止、
新たな病気の発症防止等の二次被害を予防
する。

○
WP13の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

避難所の衛生的な環境対策に取り組むため、
特に専門の委託業者を中心に、関係機関が
しっかりと連携する。

×

衛生部局を中心に、危機
管理部局、避難所運営責
任者が連携する
WP13の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ１４
健康管理
係



業務の目的

主な業務

WP14 健康管理係

避難者の健康維持に努めるため、市町村内外の「医療・保健・
福祉専門職の巡回・派遣」による避難者の健康チェック・管理等
を定期的に実施する

健康チェック・管理等の結果等に気を配り、巡回医師等の指導
を仰ぎ、専門施設等へ適切に橋渡しできる体制を確保する

 2.2.1 避難者の健康管理体制を確保する



2.2.1 避難者の健康管理体制を確保する

2.2.1.1 避難者の健康管理シートを作成する

2.2.1.2 救護所や医療巡回受け入れスペースの設置を検討す
る

2.2.1.3 医師・看護師の巡回・派遣体制を確保する

2.2.1.4 保健師・福祉専門職の巡回・派遣体制を確保する

2.2.1.5 心のケア専門職能ボランティアの巡回・派遣体制を確
保する

2.2.1.6 正しい口腔ケアの周知・指導を実施する

2.2.1.7 妊婦健診、乳児健診の情報提供を実施する

2.2.1.8 健康相談窓口を設置する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.39 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難者の健康維持に努めるため、市町村内
外の「医療・保健・福祉専門職の巡回・派遣」
による避難者の財産チェック・管理等を定期
的に実施する。

2

健康チェック・管理等の結果等に気を配り、
巡回医師等の指導を仰ぎ、専門施設等へ
適切に橋渡しできる体制を確保する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難者の健康維持に努めるため、市町村内
外の「医療・保健・福祉専門職の巡回・派遣」
による避難者の財産チェック・管理等を定期
的に実施する。

×
健康チェックを実施する。
WP14の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

健康チェック・管理等の結果等に気を配り、
巡回医師等の指導を仰ぎ、専門施設等へ
適切に橋渡しできる体制を確保する。

○
WP14の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ１５
環境対策
係



業務の目的

主な業務

WP15 環境対策係

避難所の衛生的な環境対策に取り組むため、特に衛生部局を
中心に、危機管理部局、避難所運営責任者がしっかりと連携
する

万全の体制で取り組めるよう、地域住民やボランティアの協力も
得られる体制を、平時から準備しておく

 2.2.2 感染症対策（インフルエンザ、ノロウィルス等）を実施する

 2.2.3 その他病気対策を実施する

 2.2.4 暑さ・寒さ対策を検討する



2.2.2 感染症対策（インフルエンザ、ノロウィルス等）を
実施する

2.2.2.1 感染症予防の重要性を確認する

2.2.2.2 避難所の換気を実施する

2.2.2.3 感染症予防を実施する

2.2.2.2 感染症患者が出た時の対応を検討する

2.2.2.5 感染症患者が出た時の部屋を確保する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.38 より作成

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン（令和3年6月16日）

ガイドライン内閣府



2.2.3 その他病気対策を実施する

2.2.3.1 食中毒対策を実施する

2.2.3.2 生活不活発病対策として体操などを実施する

2.2.3.3 持病の悪化防止を実施する

2.2.3.4 エコノミークラス症候群対策を実施する

2.2.3.5 エコノミークラス症候群防止のための弾性ストッキング
の配布を検討する

2.2.3.6 熱中症対策を実施する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.40 より作成ガイドライン内閣府



2.2.4 暑さ・寒さ対策を検討する

2.2.4.1 必要と判断される時には防寒着を確保する

2.2.4.2 採光量の調節（暑いときは日光の直射を避ける）を実施
する

2.2.4.3 冷暖房器具を確保する

2.2.4.4 空調の早期復旧を検討する

2.2.4.5 食料の温度管理に配慮を実施する

2.2.4.6 必要とあれば害虫対策を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.40 より作成

暑さ対策：スポットクーラー

寒さ対策：保温性の高いシート

ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難所の衛生的な環境対策に取り組むため、
特に衛生部局を中心に、危機管理部局、
避難所運営責任者がしっかりと連携する。

2

万全の体制で取り組めるよう、地域住民や
ボランティアの協力も得られる体制を、平時
から準備しておく。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難所の衛生的な環境対策に取り組むため、
特に衛生部局を中心に、危機管理部局、
避難所運営責任者がしっかりと連携する。

○
WP15の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

万全の体制で取り組めるよう、地域住民や
ボランティアの協力も得られる体制を、平時
から準備しておく。

○
WP15の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ１６
居住環境維持向上
班



業務の目的

主な関係者

WP16 居住環境維持向上班

狭い避難所での寝泊りからのストレス等、静脈血栓塞栓症（エコ
ノミークラス症候群）を引き起こさないため、住居環境に取り
組む

WP17 寝床係

WP18 衣類係

WP19 入浴係



業務の目的

WP17 寝床係

エコノミークラス症候群を引き起こさないため、初動は寒さ暑さ
の緩和に努め、床に長期的に横たわらせないよう配慮する

マットや段ボール仕様等の簡易ベッドの導入を目指し、埃等を
吸い込むなどの健康被害に配慮する



業務の目的

WP18 衣類係

着の身着のままで避難してきた被災者に対し、下着の確保や、
性別や年齢などに応じた衣類の配慮をする

状況が落ち着いた後、被災者自らが洗濯できる環境を目指す



業務の目的

WP19 入浴係

感染症等の予防のため、水害等で汚水に侵された場合等、既
存の入浴施設の活用や仮設風呂の調達等、状況に応じて適切
な対応を検討する

仮設風呂等において、水分補給や前後の健康チェックに配慮する



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

狭い避難所での寝泊りからのストレス等、
避難者間のトラブルを引き起こさないため、
住居環境に取り組む。

2
マットや段ボール仕様等の簡易ベッドの
導入を目指し、長期避難生活を可能にする。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

狭い避難所での寝泊りからのストレス等、
避難者間のトラブルを引き起こさないため、
住居環境に取り組む。

×

静脈血栓塞栓症（エコノ
ミークラス症候群）を引き
起こさないため。
WP16の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
マットや段ボール仕様等の簡易ベッドの
導入を目指し、長期避難生活を可能にする。

×

埃等を吸い込むなどの健
康被害に配慮する。
WP16の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ１７
寝床
係



業務の目的

主な業務

WP17 寝床係

エコノミークラス症候群を引き起こさないため、初動は寒さ暑さ
の緩和に努め、床に長期的に横たわらせないよう配慮する

マットや段ボール仕様等の簡易ベッドの導入を目指し、埃等を
吸い込むなどの健康被害に配慮する

 2.3.1 寝床の改善を実施する



2.3.1 寝床の改善を実施する

2.3.1.1 床に直接寝ることでアレルギーや喘息等が悪化する危
険性を認識する

2.3.1.2 床に直接寝ることでエコノミークラス症候群発症の危険
性を認識する

2.3.1.3 寝具として毛布を確保する

2.3.1.4 敷布としてのブルーシート、段ボールを確保する

2.3.1.5 間仕切りを確保する

2.3.1.6 布団・エアマットなどの寝具の設置を検討する

2.3.1.7 畳・カーペットの設置を検討する

2.3.1.8 段ボールベット等簡易ベッドの設置を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.42 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

エコノミークラス症候群を引き起こさないため、
初動は寒さ暑さの緩和に努め、床に長期的に
横たわらせないよう配慮する。

2
寝袋の導入を目指し、埃等を吸い込むなど
の健康被害に配慮する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

エコノミークラス症候群を引き起こさないため、
初動は寒さ暑さの緩和に努め、床に長期的に
横たわらせないよう配慮する。

○
WP17の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
寝袋の導入を目指し、埃等を吸い込むなど
の健康被害に配慮する。

×

マットや段ボール仕様等
の簡易ベッドの導入を目
指す。
WP17の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ１８
衣類
係



業務の目的

主な業務

WP18 衣類係

着の身着のままで避難してきた被災者に対し、下着の確保や、
性別や年齢などに応じた衣類の配慮をする

状況が落ち着いた後、被災者自らが洗濯できる環境を目指す

 2.4.1 衣類確保のための留意点を確認する



2.4.1 衣類確保のための留意点を確認する

2.4.1.1 避難者の属性に応じた下着類を確保する

2.4.1.2 体や季節に合った衣類を確保する

2.4.1.3 仮設洗濯場（洗濯機・乾燥機）を確保する

2.4.1.2 洗濯干し場を確保する

2.4.1.5 洗濯洗剤等を確保する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.44 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

着の身着のままで避難してきた被災者に対
し、下着の確保や、性別や年齢などに応じた
衣類の配慮をする。

2
状況が落ち着いた後、業者らが洗濯できる
環境を目指す。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

着の身着のままで避難してきた被災者に対
し、下着の確保や、性別や年齢などに応じた
衣類の配慮をする。

○
WP18の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
状況が落ち着いた後、業者らが洗濯できる
環境を目指す。

×

被災者自らが洗濯できる
被災者自らが洗濯できる
環境。
WP18の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ１９
入浴
係



業務の目的

主な業務

WP19 入浴係

感染症等の予防のため、水害等で汚水に侵された場合等、
既存の入浴施設の活用や仮設風呂の調達等、状況に応じて
適切な対応を検討する

仮設風呂等において、水分補給や前後の健康チェックに配慮
する

 2.5.1 入浴を検討する



2.5.1 入浴を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.46 より作成

2.5.1.1 旅館・銭湯等の民間事業者との協定締結を実施する

2.5.1.2 汚水に侵された時は汚れ落としを実施する

2.5.1.3 体を拭くための使い捨てタオル等を確保する

2.5.1.4 シャワーを浴びることができる環境を確保する

2.5.1.5 風呂に入ることができる環境を確保する

2.5.1.6 シャワー・風呂の前後の健康管理に留意できる環境を
確保する

ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

感染症等の予防のため、水害等で汚水に
侵された場合等、既存の入浴施設の活用や
仮設風呂の調達等、状況に応じて適切な
対応を検討する。

2
仮設風呂等において、水分補給や前後の
健康チェックに配慮する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

感染症等の予防のため、水害等で汚水に
侵された場合等、既存の入浴施設の活用や
仮設風呂の調達等、状況に応じて適切な
対応を検討する。

○
WP19の「業務の目的」の
１項目を参照。

2
仮設風呂等において、水分補給や前後の
健康チェックに配慮する。

○
WP19の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ２０
要配慮者
係



業務の目的

主な業務

WP20 要配慮者係

避難所におけるスペースの確保や、避難者全員で見守る体制づくりを
整え、配慮が必要な方等の体調が悪くならないようにする

体調管理を継続的に行うため、外国人への配慮を含め、避難所の
関係者間で、要配慮者の状態・ニーズについて情報共有を図る

当事者の方と話し合う機会を設けるなど、どのような困難に直面して
いるか把握する

 3.1.1 配慮が必要な方への対応を実施する

 3.1.2 避難者の滞在可能性の検討を実施する

 3.1.3 ボランティアニーズの把握を実施する

 3.2.1 女性における衛生面・保安面に配慮を実施する

 3.2.2 女性の活躍環境を確保する



3.1.1 配慮が必要な方への対応を実施する

3.1.1.1 配慮が必要な人の状況を把握するため、本人や家族か
らの聞き取りを実施する

3.1.1.2 段差の解消など環境整備を検討する

3.1.1.3 避難者同士の見守り体制を確保する

3.1.1.4 外国語による避難所内情報の提供を検討する

3.1.1.5 心のケア専門職能ボランティアの巡回・派遣体制を確
保する

3.1.1.6 心のケアイベント・サロン活動等を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.49 より作成ガイドライン内閣府



3.1.2 避難者の滞在可能性の検討を実施する

3.1.2.1 福祉避難所への移動を検討する

3.1.2.2 福祉避難所への移動手段を確保する

3.1.2.3 施設・病院への入院・入所を検討する

3.1.2.4 施設・病院への入院・入所手続きを手配する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.49 より作成

福祉避難所への移送 福祉避難所への移送

ガイドライン内閣府



3.1.3 ボランティアニーズの把握を実施する

3.1.3.1 避難者のボランティアニーズの把握を実施する

3.1.3.2 在宅避難者のボランティアニーズの把握を実施する

3.1.3.3 ボランティアの要請を実施する

3.1.3.4 ボランティア受入を実施する

3.1.3.5 受入れ済みボランティアが一目でわかる目印を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.50 より作成ガイドライン内閣府



3.2.1 女性における衛生面・保安面に配慮を実施する

3.2.1.1 女性、妊産婦などが避難生活をする際に備えるべきこ
とを確認する

3.2.1.2 女性特有の物資（生理用品）の確保を実施する

3.2.1.3 女性用更衣室/スペースの設置を実施する

3.2.1.4 授乳室/スペース等の設置を実施する

3.2.1.5 母子（妊婦・乳児）避難スペースの設置を検討する

3.2.1.6 キッズスペース（子供の遊び場）の設置を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.52 より作成ガイドライン内閣府



3.2.2 女性の活躍環境を確保する

3.2.2.1 性別配慮について意見が反映できる環境を確保する

3.2.2.2 困りごと相談窓口の設置（女性やボランティアの協力を
得る）を実施する

3.2.2.3 家庭的ニーズの積極的な掘り起しを実施する

3.2.2.4 安心して話せる女性だけの場の確保を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.52 より作成

男女が対等に意見を出し合えることが重要 お茶を飲みながらの自由な語らいの場

ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

避難所におけるスペースの確保や、自治体
職員のみで見守る体制づくりを整え、配慮が
必要な方等の体調が悪くならないようにする。

2

体調管理を継続的に行うため、外国人への
配慮を含め、避難所の関係者間で、要配慮
者の状態・ニーズについて情報共有を図る。

3
当事者の方と話し合う機会を設けるなど、
どのような夢を持っているか把握する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難所におけるスペースの確保や、自治体
職員のみで見守る体制づくりを整え、配慮が
必要な方等の体調が悪くならないようにする。

×

避難者全員で見守る体
制。
WP20の「業務の目的」の
１項目を参照。

2

体調管理を継続的に行うため、外国人への
配慮を含め、避難所の関係者間で、要配慮
者の状態・ニーズについて情報共有を図る。

○
WP20の「業務の目的」の
２項目を参照。

3
当事者の方と話し合う機会を設けるなど、
どのような夢を持っているか把握する。

×

どのような困難に直面し
ているか把握する。
WP20の「業務の目的」の
３項目を参照。



ＷＰ２１
防犯
係



業務の目的

主な業務

WP21 防犯係

災害時における治安維持のため、消防団・自警団等による地域
の見守り体制の強化、警察の巡回要請、女性・子供に対する
性犯罪防止策、相談体制強化等を検討する

 3.3.1 避難所・地域の防犯対策を実施する



3.3.1 避難所・地域の防犯対策を実施する

3.3.1.1 平常の防犯活動を確認する

3.3.1.2 避難者同士の見守り体制を確保する

3.3.1.3 仮設トイレ・マンホールトイレの防犯対策（施錠、防犯ブ
ザー等）を実施する

3.3.1.4 特に女性においては、トイレ・仮設風呂付近での性犯罪
発生防止を実施する

3.3.1.5 地域の防犯・見守り体制を確保する

3.3.1.6 警察の巡回・派遣体制を確保する

3.3.1.7 自警団等の結成を実施する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.54 より作成ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

災害時における遊興維持のため、消防団・
自警団等による地域の見守り体制の強化、
警察の巡回要請、女性・子供に対する性犯
罪防止策、相談体制強化等を検討する。

2 平常の遊興活動を確認する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

災害時における遊興維持のため、消防団・
自警団等による地域の見守り体制の強化、
警察の巡回要請、女性・子供に対する性犯
罪防止策、相談体制強化等を検討する。

×
治安維持のため。
WP21の「業務の目的」の
１項目を参照。

2 平常の遊興活動を確認する。 ×
防犯活動を確認する。
WP21の「業務の目的」の
２項目を参照。



ＷＰ２２
ペット
係



業務の目的

主な業務

WP22 ペット係

共同生活を送る避難所において、動物が苦手な人や動物
アレルギーを持っている人に対し、共生できる環境に配慮する

 3.4.1 ペットの滞在ルールの確立を検討する



3.4.1 ペットの滞在ルールの確立を検討する

3.4.1.1 ペット同伴避難のルールを確認する

3.4.1.2 ペット滞在ルールの確立を検討する

3.4.1.3 ペット滞在ルールの周知、掲示を実施する

3.4.1.4 ペット滞在場所の設置を検討する

内閣府（防災担当） 「避難所運営ガイドライン」（平成28年4月） p.56 より作成

校舎内にペットスペースを確保

ガイドライン内閣府



確認テスト

問題文が正しい場合は「○」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。

No 問題

1

共同生活を送る避難所において、動物が
苦手な人や動物アレルギーを持っている人
に対し、退出するように配慮する。

2 ペット排除の避難ルールを確認する。



確認テスト （解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

共同生活を送る避難所において、動物が
苦手な人や動物アレルギーを持っている人
に対し、退出するように配慮する。

×

共生できる環境に配慮す
る。
WP22の「業務の目的」の
１項目を参照。

2 ペット排除の避難ルールを確認する。 ×
ペット同伴避難のルール。
WP22の「業務の目的」の
２項目を参照。
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